
 

 

議案第２４号 

  

   前橋市個人情報保護条例の改正について 

  

  令和４年３月２日提出 

                        前橋市長 山 本   龍   

  

  

   前橋市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

  

 前橋市個人情報保護条例（平成９年前橋市条例第４６号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第７号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５９号）第２条第１項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）第２条第９項」に改める。 

 第１７条第３号イ中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５８号）第１４条第２号ハに規定する公務員等」を「国家公務員法（昭和２

２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平

成１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除

く。）、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 


